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１．はじめに 

付加価値税（VAT：Value Added Tax) は逆進的である、と言われている。VAT における飲食料

品などへの軽減税率適用は、その逆進性への対応の一つである。また、カナダの GST 控除（Goods 

and Services Tax Credit）のように、VAT 逆進性への対応として、給付付き税額控除（a 

refundable tax credit）がある。 

この報告では、横山（1994）と加藤・横山（１９９４）を振り返りながら、単に VAT 逆進性への対応で

はなく、支出税としての累進 VAT について再考察する。  

 

２．包括的所得税と支出税の課税ベース 

以下では、加藤・横山（1994：238-241）などに基づき、2 期間生きる代表的個人を考える。第 1 期

で、𝑊𝑊1 の労働所得を稼ぎ、𝑋𝑋1 の遺産を相続したとする。この𝑋𝑋1 は、移転所得になる。そして、自分の消

費支出に𝐶𝐶1、他者への移転支出に𝐺𝐺1だけ使い、𝑆𝑆1の資産（貯蓄）を残す。このとき、第 1 期の収支均衡式

は、 

 

   𝑊𝑊1＋𝑋𝑋1＝𝐶𝐶1＋𝐺𝐺1＋𝑆𝑆1         （１） 

 

となる。第 2 期では、𝑊𝑊2の労働所得を稼ぎ、他者から𝑋𝑋2の贈与（移転所得）を得たとする。さらに、第 1

期目の資産価値が上昇し、∆𝑆𝑆1のキャピタル・ゲインがあったとする。第 2 期で自由に使えるのは、これ

らに第1期目の資産の元利合計所得(1 + 𝑟𝑟)𝑆𝑆1を加えた金額である。ここで、𝑟𝑟は利子率である。そして、

消費支出に𝐶𝐶2 、他者への移転支出に𝐺𝐺2 だけ使い、𝑆𝑆2 の資産を遺産として残す。このとき、第２期では、
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次の収支均衡式が成り立つ。 

𝑊𝑊2＋𝑋𝑋2 + ∆𝑆𝑆1 + (1 + 𝑟𝑟)𝑆𝑆1＝𝐶𝐶2＋𝐺𝐺2＋𝑆𝑆2 （２） 

これを変形すると、次式になる。 

𝑊𝑊2＋(𝑟𝑟𝑆𝑆1 + ∆𝑆𝑆1) + 𝑋𝑋2＝𝐶𝐶2＋𝐺𝐺2＋(𝑆𝑆2 − 𝑆𝑆1) （3） 

①包括的所得税

この課税ベースの定義は、消費（移転支出含む）＋純資産増であり、上記の（１）式と（3）式の右辺で示

される。しかし、右辺の所得の支出側から包括的所得を捕捉することは難しく、左辺の所得の源泉側か

ら各種の所得を合算することで包括的所得を捕捉する。第 2 期をみると、労働所得𝑊𝑊2、キャピタル・ゲ

インを含む資産所得(𝑟𝑟𝑆𝑆1 + ∆𝑆𝑆1)、移転所得𝑋𝑋2の合計として、包括的所得が算定される。

②支出税

この課税ベースは、移転支出をどのように扱うかで異なる。移転支出も課税ベースに含める支払能力

消費ベースでは、第 1 期＝𝐶𝐶1＋𝐺𝐺1、第 2 期＝𝐶𝐶2＋𝐺𝐺2である。移転支出を課税ベースに含まない生活水

準消費ベースでは、第 1 期＝𝐶𝐶1、第 2 期＝𝐶𝐶2である。

3. 古典的支出税・前納型支出税・累進消費税

①古典的支出税

古典的支出税の代表的な主張は Kaldor(1955)で、この課税ベースは、キャッシュ・フローで計算

される。資金流入合計額から非消費的な資金流出合計額を差し引くことで、課税ベースが算定される。 

いま、資産がすべて登録勘定であるとすれば、課税ベースは次のように算定される。第 1 期は、 (𝑊𝑊1

＋𝑋𝑋1) − ( 𝑆𝑆1 + 𝐺𝐺1) の計算で𝐶𝐶1 の金額を 算定する。第 2 期の課税ベースは、当期の純流入[𝑊𝑊2＋

(𝑟𝑟𝑆𝑆1 + ∆𝑆𝑆1) + 𝑋𝑋2] から非消 費的流出[𝐺𝐺2＋(𝑆𝑆2 − 𝑆𝑆1)] を控除した額、 つまり [𝑊𝑊2＋(𝑟𝑟𝑆𝑆1 + ∆𝑆𝑆1) + 
𝑋𝑋2] − [𝐺𝐺2＋(𝑆𝑆2 − 𝑆𝑆1)] = 𝐶𝐶2となる。ここで、(𝑆𝑆2 − 𝑆𝑆1)は自分で使わず遺産として残した純資産増分で

ある。 

②前納型支出税

これに対して、Andrew（1974）に代表される前納型支出税の課税ベースは、労働所得であるので、

第 1 期＝𝑊𝑊1、第 2 期＝𝑊𝑊2である。

いま、移転所得と移転支出  とキャピタル・ゲインが存在せず、𝑋𝑋1 = 𝑋𝑋2 = 0, 𝐺𝐺1 = 𝐺𝐺2 = 0,  ∆𝑆𝑆1 =
0を想定して、（１）式と(3)式から𝑆𝑆1を消去して整理すると、次式を得る。

𝐶𝐶1＋[𝐶𝐶2/(1 + 𝑟𝑟)] = 𝑊𝑊1＋[𝑊𝑊2/(1 + 𝑟𝑟)] （4） 

（４）式は、生涯消費支出の現在価値と生涯労働所得の現在価値は等しいことを、示している。いま、
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税率 𝑡𝑡𝐶𝐶  の比例消費税＝支出税が課税されると、(1 + 𝑡𝑡𝐶𝐶)[𝐶𝐶1＋(𝐶𝐶2/(1 + 𝑟𝑟))] = 𝑊𝑊1＋[𝑊𝑊2/(1 + 𝑟𝑟)] 
の生涯予算均衡式が成立する。ここから、[𝐶𝐶1＋(𝐶𝐶2/(1 + 𝑟𝑟))] = [1/(1 + 𝑡𝑡𝐶𝐶)][𝑊𝑊1＋(𝑊𝑊2/(1 + 𝑟𝑟))] 
となる。また、税率 𝑡𝑡𝑊𝑊  の比例労働所得税が課税されたときの生涯予算均衡式は、[𝐶𝐶1＋(𝐶𝐶2/(1 +
𝑟𝑟))] = (1 − 𝑡𝑡𝑊𝑊)[𝑊𝑊1＋(𝑊𝑊2/(1 + 𝑟𝑟))] である。そこで、𝑡𝑡𝐶𝐶 = 𝑡𝑡𝑊𝑊/(1− 𝑡𝑡𝑊𝑊) の税率調整で、比例支出税

と比例労働所得税は同じものになる。 

 

③累進消費税 

Fｌat Tax (Hall and Rabushka 1995[1985]）と、 Bradford(1986)が“Two-tiered 

Consumption Tax ” と も 言 っ て い た X-tax (Bradford 1996, 2004 ） は 、 控 除 方 式

（subtraction-method）の VAT を修正し、事業者段階では売上から仕入だけでなく賃金も控除し、

付加価値のうち資本・事業部分は事業段階で事業キャッシュ・フローに対して均一税率で課税をし、労働

部分は個人段階で労働所得（賃金）課税する。Flat Tax は労働所得にも均一税率（＋ゼロ税率帯）であ

るのに対し、X-tax は労働所得には累進的な複数税率を適用する。Flat Tax/ X-tax は、労働所得部

分に累進要素を組み込むことで、累進消費税を構築している。 

他方、USA Tax (Unlimited Saving Allowance Tax: 無制限貯蓄控除税)は、１９９５年 4 月

にアメリカ上院で Nunn/Domenici 議員らにより法案として提出されたもの（Weidenbaum, 

1996; Seidman, １９９７) で、その基本は家計部門での累進的個人消費税（家計税）と事業部門で

の控除型付加価値税（事業税）から成る。無制限貯蓄控除をもつ USA 家計税は、古典的支出税を理想

として、payroll tax credit（賃金所得に課される社会保障税およびメディケア税のうち被用者負担

分に係る税額控除）と earned income tax credit (EITC：勤労所得税額控除)を持つ点に特色が

ある。 

Grinberg (2006)は、上記の累進消費税についても言及したうえで、控除方式の VAT ではなく税

額控除方式の VAT をベースとした累進消費税の優位性を検討している。 

 

4. 累進 VAT 

①累進 VAT-1994 

控除方式であれ税額控除方式（ｃredit-method）であれ、VAT が逆進的であると言われるのは、低

所得者ほど所得に対する税負担割合が重くなる、あるいは高所得者ほど所得に対する税負担割合が軽

くなるという意味である。つまり、VAT の課税ベースである消費を𝐶𝐶として、VAT の税額を𝑇𝑇(𝐶𝐶)とする

と、𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝑌𝑌]/𝑑𝑑𝑑𝑑 < 0で表現されるのが、VAT の逆進性の意味である。 

しかし、非課税品目や軽減税率のない均一税率 𝑡𝑡 の純粋 VAT は、税率構造としては比例税である。

つまり、𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝐶𝐶]/𝑑𝑑𝑑𝑑＝0である。 

支出税としての累進 VAT とは、𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝐶𝐶]/𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0の税率構造をもつものである。他方、累進 VAT

あるいは累進消費税という場合には、𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝐶𝐶]/𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 ではなく、𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝑌𝑌]/𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 を 意味すること

もある。 

横山（1994）、加藤・横山（1994）は、VAT に負の人頭税を併用した累進 VAT を示した。その租税

関数は、次式で示される。 
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𝑇𝑇(𝐶𝐶) = 𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑧𝑧        （5） 

 

ここで、𝑧𝑧 = 定数 である。税率構造でいえば、𝑧𝑧 > 0 ならば累進、𝑧𝑧 = 0 ならば 比例、𝑧𝑧 < 0 ならば 逆進に

なる。 

つまり、𝑧𝑧 > 0 ならば、𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝐶𝐶]]/𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0 で、消費（支出）が高くなるほど消費（支出）に対する消費

（支出）税額の割合が高くなる、累進消費税＝支出税＝累進 VAT となる。𝑧𝑧 = 0のときには、非課税品目

や軽減税率のない均一税率 𝑡𝑡 の純粋 VAT で、比例消費税である。この純粋 VAT に負の人頭税（−𝑧𝑧,
𝑧𝑧 > 0）を併用すると、累進消費税＝支出税＝累進 VAT となる。縦軸に税額𝑇𝑇(𝐶𝐶)、横軸に消費𝐶𝐶をとっ

た図でみると、純粋 VAT は原点を通る傾き t の直線で表せる。この直線 𝑡𝑡𝑡𝑡 を 𝑧𝑧 だけ下方に平行移動

させると、消費支出が高い人ほど高い平均税率が適用される支出税＝累進 VAT の租税関数になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、ケインズ型消費関数 𝐶𝐶 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏(𝑌𝑌 − 𝑇𝑇)  を想定して、𝑇𝑇＝𝑇𝑇(𝐶𝐶) が 𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝑌𝑌]/𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0  の意味で

累進かどうか検討しておこう。このケインズ型消費関数と租税関数(5)から、次式が得られる。 

 

𝑇𝑇(𝐶𝐶) = [𝑏𝑏𝑏𝑏/(1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏)]𝑌𝑌 + (𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑧𝑧)/(1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏)        （6） 

 

し た が っ て 、 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑧𝑧 < 0  つ ま り  𝑧𝑧 > 𝑎𝑎𝑎𝑎  な ら ば  𝑑𝑑[𝑇𝑇(𝐶𝐶)/𝑌𝑌]/𝑑𝑑𝑑𝑑 > 0  の 意 味 で 累 進 と な る 。

ケインズ型消費関数 における 𝑎𝑎  は基礎消費であるので、 負の人頭税額 𝑧𝑧 が 、基礎消費 𝑎𝑎  に純粋 VAT

の税率 𝑡𝑡 を乗じた額 𝑎𝑎𝑎𝑎 以上であれば、（５）式で示される累進 VAT はいかなる意味においても逆進

的ではない。 

累進 VAT-1994 は、「VAT+負の人頭税（基礎消費額分の VAT 税額のリファンド）」となる。 
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②累進 VAT-2020 

Gale(2020)は、VAT に UBI（universal basic income: 普遍的ベーシックインカム）を組合せ

る累進消費税を提案している。この累進 VAT-2020 は、「VAT＋UBI（貧困線の 2 倍×VAT 税率の

給付）」である。 

 

 

③累進 VAT-202４ 

これは、ｄe la Feria ａｎｄ Swistak (2024) が示したもので、「ＶＡＴ＋低所得層へのデジタル技

術によるリアルタイム購入時の VAT 相当額還付」である。デジタル技術とは、リアルタイム電子インボイ

ス／取引報告システム＋本人認証（納税者番号・ID・生体認証等）＋即時送金手段（銀行口座、モバイル

マネー、デジタル財布）の結合を指す。この主眼は、VAT の逆進性を除去しつつ、低所得層がもつキャッ

シュ・フロー上の問題やスティグマ上の問題を減らすことにある。 

 

④累進 VAT-2025 

これは、Kotlikoff et al. (2025)で示された「PVAT＋低所得層への資本移転」の組合せであり、

PVAT は購入時点で個人の所得情報に応じた個人ごとの VAT 税率を適用するものである。 

それは、POS端末と電子インボイスを使い、購入時に納税者番号を読み取り、その個人がどのPVAT

の税率区分に属するかを照合して、その場でゼロ税率・軽減税率・標準税率などを適用することを想定

している。この実装が困難な時には、デジタル決済・電子インボイス・給付カード・税務データを連携させ

て、低所得層への即時還付または事後還付を与え、高所得層には標準税率を維持することで、すなわち

「一律 VAT＋所得階層別の個人還付」で、結果として所得階層別の VAT 実効税率を作る出すことから

始める構想である。 

また、低所得層への資本移転とは、低所得層の資産形成や将来的な経済的自立につながる移転を意

味している。 

 

５. 飲食料品の非課税化 

高市政権下で、給付付き税額控除制度の本格導入までの間、飲食料品の非課税化が検討されている。

以下では、この非課税化に伴う税収減を推計したうえで、2025 年度「家計調査」家計収支編の第 10

表（以下、家計調査第 10 表という。）「年間収入五分位階級別１世帯当たり品目別支出金額及び購入頻

度」に基づき、軽減税率対象飲食料品の消費支出を算定し、非課税化に代わる「負の人頭税」案を検討

する。 

 

①非課税化に伴う税収減 

最新の政府公表資料を基に推計すると、次のようになる。 

令和 8 年度予算の国税分消費税収が２６兆６,８８０億円、現行税率は標準 10%（国 7.8%地方

2.2%）、軽減 8%（国 6.24%地方 1.76%）で国：地方の配分比率は 78:22 であるので、国税分を

0.78 で割ると日本全体の消費税税収総額は 34 兆 2,154 億円（26.688 兆円÷0.78）である。 

他方、直近予算で「軽減税率 8%対象の消費税収総額」を公表していないので、軽減税率制度導入時
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の公式説明（参議院：190 回国会答弁書第 54 号、平成 28 年 2 月 26 日）を基礎に推計する。政府は、

消費税 1%当たりの税収を約 2.8 兆円、軽減税率（２％分）の導入による減収を 1 兆円４００億円程度

としているので、軽減税率 1%分の税収は 5,200 億円程度となり、当時の消費税 1%総税収に占める

軽減税収比率は約 18.57％（5,200÷２８,０００）である。この比率を令和 8 年度の消費税１％総税収

3.4215 兆円に当てはめると、軽減税率１％分は約 6,354 億円（3.4215 兆円×18.57%）であるか

ら、軽減税率 8%対象の消費税収総額は約 5 兆８３４億円と推計できる。したがって、非課税化に伴う

税収減は約 5 兆８３４億円となる。 

②軽減税率対象飲食料品の消費支出

表１の「年間収入五分位階級別１世帯当たりの年間消費支出・食料支出・軽減税率対象飲食品支出と

消費税負担」は、家計調査第 10 表に基づき、作成している。表 1 において、エンゲル係数と必需エンゲ

ル係数とも低収入階級ほど高い。

軽減税率対象の軽減対象飲食品支出に含まれる消費税額は、支出が消費税込なので、軽減対象飲食

品支出×8/108 が消費税負担となる。年間収入五分位階級の世帯当たりの軽減対象飲食品消費税負

担は、階級１で 33,859 円、そして高収入階級ほど高くなり、階級 5 の世帯で７０,999 円である。しか

し、高所得階級ほど平均世帯員数が大きくなるので、各階級の 1 人当たり軽減対象飲食品消費税負担

は、むしろ階級１の 27,983 円が最も高く、階級４の２１,907 円が最も低くなっている。 

そこで、階級１の 1 人当たり軽減対象飲食品消費税負担 27,983 円を実質ゼロにするため、この消

費税負担分を、総務省統計局人口推計（2026 年 3 月報）による 2026 年 3 月 1 日現在（概算値）の

総人口 1 億２２８５万人に負の人頭税として払い戻すと、約 3 兆 4,377 億円（＝27,983 円×1 億２

２８５万人）の金額になる。 

参考までに、世帯単位で考えてみる。階級１の世帯当たり軽減対象飲食品消費税負担３３,8５９円を

実質ゼロにするため、1 世帯当たりに３３,8５９円の消費税負担を払い戻すと、総務省「住民基本台帳に

基づく人口、人口動態及び世帯数」令和 7 年（2025 年）1 月 1 日現在の総世帯数が 6,128 万 7,994

世帯であるので、約 2 兆 752 億円の財源が必要になる。 

③負の人頭税の効果

軽減税率対象の飲食料品の非課税化と比べると、「年間収入五分位階級 1」の 1 人当たりの軽減対象

飲食品支出額を基礎的飲食品支出額と仮定して、その消費税負担額 27,983 円を全人口に払い戻す

「負の人頭税」案は、１兆 6,457 億円だけ必要財源が少なくて済む。 

さらに、標準税率対象の食料支出つまり酒類＋外食の支出と消費税負担は、表 2 に示してある。表 3

は、非食料支出と消費税負担を示している。表４は、1 人当たりの「消費支出」、「軽減税率対象飲食品消

費税負担」、「標準税率対象食料支出消費税負担」、「課税非食料支出消費税負担」、「3 分類計の消費税

負担」を基に、「消費税の平均税率」と「累進 VAT の平均税率」を算定している。 

この表 4 の「1 人当たり累進 VAT 負担」とは、「3 分類計の 1 人当たり消費税負担」から「負の人頭

税」を引いたものである。年間収入五分位階級１の 1 人当たり軽減税率対象食品消費税負担額

27,983 円が負の人頭税である。この額の負の人頭税がないときの消費税負担の対消費支出の割合

が消費税の平均税率、負の人頭税があるときは累進 VAT となるので累進 VAT 負担の対消費支出の
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割合が累進 VAT の平均税率を表している。 

負の人頭税がないときの平均税率は 6.99%～7.24%であるのに対し、負の人頭税があるときの

平均税率は4.98%～5.48%である。このことは、負の人頭税の効果が事前に期待しているほどの水

準ではないことを示唆している。負の人頭税の効果が弱かったのは、（１）表 1 から表 4 に示されてい

るように、年間収入階級の平均世帯員数が高収入階級になるほど多くなること、（2）表３で示唆される

が、非課税非食料支出が高収入階級になるほど多額で、それに係る消費税負担分が、非課税品目のな

い純粋 VATの税負担よりも低くなることなどの影響がある、と推測できる。 

６. おわりに

横山（1994）と加藤・横山（１９９４）が示した累進 VAT-1994 は、「VAT+負の人頭税（基礎消費額

分の VAT 税額のリファンド）」で、「支出税としての累進 VAT」を実現しようとするアイデアであった。カ

ナダの GAT 控除（Goods and Services Tax Credits）は、池上（201１）や森信（２０１２）で言及さ

れているように、VAT の所得分配を考慮した逆進性（高所得層ほど VAT 負担の対所得比率が低くな

るという意味）に対する対応策として理解できる。「支出税としての累進 VAT」は、所得分配を考慮した

逆進性の対応からさらに一歩進めて、「VAT＋他の租税移転」の組合せによって、個人段階での累進消

費税（高消費層ほど消費税負担の対消費支出比率が高くなるという意味）としての支出税として構想さ

れている。 

累進 VAT-1994 は、図で示されるように、VAT の標準税率（𝑡𝑡）が高いほど、高消費層の平均税率

（消費税負担の対消費支出比率）が高くなる。このことは、将来的に消費税増税で税率をアップするとき

には、基礎消費×消費税率＝負の人頭税額を払い戻せるだけの税率アップを考慮することで、累進

VAT の累進度を高められることを含意している。 

また、飲食品の非課税化よりも、低収入層もしくは低所得層の軽減税率対象飲食品支出を基礎的消

費支出として、その消費税分を払い戻すことが望ましくなる条件を、更に検討することが求められる。

さらには、基礎的消費支出に係る消費税分を負の人頭税として払い戻しときに必要となる、個人別の

銀行口座の把握やモバイルマネーなどの実装も検討する必要がある。 
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分
位

階
級

別
１
世

帯
当

た
り
の

非
食

料
支

出
と
消

費
税

負
担

注
：非

食
料

支
出

＝
消

費
支

出
－

食
料

、
課

税
非

食
料

支
出

は
非

食
料

支
出

項
目

を
課

税
品

目
と
非

課
税

品
目

に
区

分
で
き
る
も
の

を
集

計
し
、
混

在
し
区

分
で
き
な
い
品

目
の

支
出

に
つ
い
て
は

課
税

品
目

支
出

と
非

課
税

品
目

支
出

の
比

率
で
案

分
し
て
課

税
非

食
料

支
出

を
推

計
し
た
。

計
算

式
：世

帯
当

た
り
消

費
税

負
担

＝
標

準
税

率
対

象
の

食
料

支
出

×
10

/1
10

。
1人

当
た
り
消

費
税

負
担

＝
世

帯
当

た
り
消

費
税

負
担

÷
平

均
世

帯
員

数
。

出
所

：表
１
と
同

じ

11



区
分

平
均

世
帯

員
数

（人
）

消
費

支
出

（円
）

1人
当

た
り消

費
支

出
（円

）

1人
当

た
り軽

減
対

象
飲

食
品

消
費

税
負

担
（円

）

1人
当

た
り標

準
税

率
対

象
食

料
支

出
消

費
税

負
担

（円
）

1人
当

た
り課

税
非

食
料

支
出

消
費

税
負

担
（円

）

3分
類

計
の

1人
当

た
り

消
費

税
負

担
合

計
額

（円
）

負
の

人
頭

税
（円

）
1人

当
た
り累

進
VA

T負
担

（円
）

消
費

税
の

平
均

税
率

累
進

VA
Tの

平
均

税
率

平
均

2.
15

3,
11

8,
55

4
1,

45
0,

49
0

24
,5

45
9,

14
6

70
,1

50
10

3,
84

1
27

,9
83

75
,8

58
7.

16
%

5.
23

%

五
分

位
階

級
1

(〜
¥2

,35
0,0

00
)

1.
21

1,
69

8,
47

9
1,

40
3,

70
2

27
,9

83
7,

02
7

63
,1

11
98

,1
21

27
,9

83
70

,1
38

6.
99

%
4.

98
%

五
分

位
階

級
2

(¥
2,3

50
,00

0〜
¥3

,65
0,0

00
)

1.
75

2,
48

4,
88

3
1,

41
9,

93
3

27
,8

34
7,

23
7

65
,8

73
10

0,
94

4
27

,9
83

72
,9

61
7.

11
%

5.
14

%

五
分

位
階

級
3

(¥
3,6

50
,00

0〜
¥5

,33
0,0

00
)

2.
07

2,
94

5,
25

0
1,

42
2,

82
6

25
,5

53
8,

66
2

67
,3

63
10

1,
57

8
27

,9
83

73
,5

95
7.

14
%

5.
17

%

五
分

位
階

級
4

(¥
5,3

30
,00

0〜
¥7

,91
0,0

00
)

2.
62

3,
49

7,
39

2
1,

33
4,

88
2

21
,9

07
9,

27
3

64
,6

31
95

,8
11

27
,9

83
67

,8
28

7.
18

%
5.

08
%

五
分

位
階

級
5

(¥
7,9

10
,00

0〜
)

3.
13

4,
96

6,
76

8
1,

58
6,

82
7

22
,6

83
11

,1
60

81
,0

70
11

4,
91

3
27

,9
83

86
,9

30
7.

24
%

5.
48

%

表
4．

年
間

収
入

五
分

位
階

級
別

1人
当

た
り累

進
VA

T負
担

と平
均

税
率

注
３：

「消
費

税
の

平
均

税
率

」＝
3分

類
計

の
1人

当
た
り消

費
税

負
担

合
計

額
÷

1人
当

た
り消

費
支

出
。「

累
進

VA
Tの

平
均

税
率

」＝
1人

当
た
り累

進
VA

T負
担

÷
1人

当
た
り消

費
支

出
。

注
１：

「3
分

類
計

の
1人

当
た
り消

費
税

負
担

合
計

額
」は

、軽
減

対
象

飲
食

品
・標

準
税

率
対

象
食

料
支

出
・課

税
非

食
料

支
出

に
係

る各
1人

当
た
り消

費
税

負
担

の
合

計
。

注
２：

1人
当

た
り累

進
VA

T負
担

＝
3分

類
計

の
1人

当
た
り消

費
税

負
担

合
計

額
－

負
の

人
頭

税

出
所

：表
1と

同
じ

12
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